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交流会館「ブルーヴィラ穴吹」・コテージ清流の郷の管理運営に関する年度協定書（案）

美馬市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、令和○○年

○○月○○日に、公の施設の管理に関して締結した交流会館「ブルーヴィラ穴吹」・コテ

ージ清流の郷（以下「観光交流施設」という。）の管理に関する基本協定書（以下「基本

協定」という。）に基づき、観光交流施設の管理に係る年度協定（以下「年度協定」とい

う。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、「観光交流施設」の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度

の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的と

するものである。

（令和○○年度の業務内容）

第２条 甲及び乙は、本年度の業務内容は、管理運営に関する基本協定書に定めるとおり

であることを確認する。

（令和○○年度の指定管理料）

第３条 甲は、本業務の実施の対価として、半期毎に、金○○○○○円（消費税及び地方

消費税を含む。）、計金○○○○○円（消費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとす

る。なお、施設ごとの指定管理料は別紙１のとおりとする。

（疑義等の決定）

第４条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。

基本協定にも定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。

令和○○年○○月○○日

甲（地方公共団体）

所在地 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地

名 称 美馬市

代表者 美馬市長 加 美 一 成 印

乙（指定管理者）



別紙１

施設ごとの指定管理料内訳

（単位：円）

令和 年度

指定管理料の合計額 13,420,000円

交流会館

「ブルーヴィラ穴吹」 13,420,000円

コテージ清流の郷 0円


